
令和７年度 第４回君津市地域公共交通会議 次第 

 

日 時 令和８年３月 2３日（月） 

  午後２時００分から 

場 所 君津市役所５階大会議室 

 

１ 開会 

２ 議題 

（１） ＪＲ久留里線（久留里～上総亀山間）の代替交通について 

（２） 取組管理シートに基づく評価について 

３ その他 

４ 閉会 

 

【配布物】 

・ 次第 

・ 席次表 

・ 委員名簿 

・ 君津市地域公共交通会議設置要綱 

・ ＪＲ久留里線（久留里～上総亀山間）の代替交通について  （資料１） 

・ 取組管理シートに基づく評価について  （資料２） 
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氏　　　名 委嘱期間 備　考

1 荒井
あらい

　淳一
じゅんいち 君津市副市長 会長

2 菅井
すがい

　規
ただし 関東運輸局千葉運輸支局

首席運輸企画専門官
R8.2.1～R10.1.31

3 秋葉
あきば

　岳人
がくと 千葉県君津警察署

交通課長
R8.2.1～R10.1.31

4 成田
なりた

　斉
ひとし 千葉県バス協会

専務理事
R8.2.1～R10.1.31

5 伊藤
いとう

　昌央
まさお 千葉県交通計画課

地域公共交通担当課長
R8.2.1～R10.1.31

6 手塚
てづか

　真一
しんいち 千葉県タクシー協会

南房支部長
R8.2.1～R10.1.31

7 髙橋
たかはし

　晴樹
はるき 日東交通株式会社

運輸部長
R8.2.1～R10.1.31

8 藤代
ふじしろ

　純一
じゅんいち 大新東株式会社

運営企画室兼営業開発室チーフディレクター
R8.2.1～R10.1.31

9 小林
こばやし

　喜美
よしみ 大新東株式会社友愛会

君津支部長
R8.2.1～R10.1.31

10 能城
のうじょう

　正巳
まさみ 君津地区住民代表 R8.2.1～R10.1.31

11 倉田
くらた

　信一
しんいち 小糸地区住民代表 R8.2.1～R10.1.31

12 真木
ま き

　範幸
のりゆき 清和地区住民代表 R8.2.1～R10.1.31

13 葉山
はやま

　秀夫
ひでお 小櫃地区住民代表 R8.2.1～R10.1.31

14 江澤
えざわ

　啓至
ひろゆき 上総地区住民代表 R8.2.1～R10.1.31

15 齊藤
さいとう

　敦
あつし 君津商工会議所

専務理事
R8.2.1～R10.1.31

16 川名　正志
かわな まさし 君津市観光協会会長 R8.2.1～R10.1.31

17 尾関
おぜき

　崇
たかし 東日本旅客鉄道株式会社千葉支社

企画総務部　企画部長
R8.2.1～R10.1.31

18 伊藤
いとう

　貴夫
たかお 千葉県君津土木事務所

調整課長
R7.5.20～R9.5.19

19 亀田
かめだ

　達也
たつや 君津市管理課長 R7.5.20～R9.5.19

20 榎本
えのもと

　英樹
ひでき

久留里線輸送力を促進する会会長 R7.5.20～R9.5.19

21 藤井　敬宏
ふじい　たかひろ 日本大学理工学部　非常勤講師 R7.5.20～R9.5.19 副会長

令和７年度　君津市地域公共交通会議委員名簿

職　名　等



 

                   

   君津市地域公共交通会議設置要綱 

 

（設置）  

第１条 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）の規定に基づき、一般乗合旅客自動車

運送及び自家用有償旅客運送に関し必要な協議を行い、住民の生活に必要なバス等の旅

客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図るため、並びに地域公共交通の活性化及び再

生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以下「法」という。）第６条第１項の規定に

基づき、地域公共交通計画（以下「計画」という。）の策定及び実施に関し、必要な協議

を行うため、君津市地域公共交通会議（以下「交通会議」という。）を設置する。  

 （事務所）  

第２条 会議の事務所は、君津市久保二丁目１３番１号（君津市役所内）に置く。  

（所掌事務） 

第３条 交通会議は、次に掲げる事項に関し協議を行うものとする。 

(1) 乗合旅客運送の態様、運賃、運行計画等に関する事項（運賃に関しては第９条に定

める運賃協議分科会で協議を行う。）  

(2) 自家用有償旅客運送の必要性、旅客から収受する対価等に関する事項  

(3) 計画の策定及び変更の協議に関する事項  

(4) 計画の実施に係る連絡調整に関する事項  

(5) 計画に位置づけられた事業の実施に関する事項  

(6) 前各号に掲げるもののほか、交通会議が必要と認める事項  

（組織）  

第４条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。 

(1) 君津市副市長  

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者  

(3) 鉄道事業者  

(4) 一般社団法人千葉県バス協会の代表者又はその指名する者  

(5) 一般社団法人千葉県タクシー協会の代表者又はその指名する者  

(6) 学識経験を有する者 

(7) 市民又は利用者の代表  

(8) 関東運輸局千葉運輸支局長の指名する者  

(9) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体  

(10) 君津警察署長の指名する者  

(11) 君津商工会議所の推薦する者  

(12) 君津市観光協会の推薦する者  



(13) 道路管理者又はその指名する者  

(14) 前各号に掲げるもののほか、交通会議の運営上必要と認められる者  

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、その職にあるため委員となった者

は、その在職期間とする。  

３ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

４ 交通会議に会長及び副会長を置き、会長は君津市副市長をもってこれに充て、副会長

は委員のうち会長が指名する者をもって充てる。  

５ 委員は、やむを得ない理由により会議に出席することができないときは、交通会議に

代理人を出席させることができる。  

 （会長及び副会長） 

第５条 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。  

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。  

（会議）  

第６条 交通会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。  

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。  

３ 会議の議決は、出席委員（代理人を含む。）の３分の２以上の同意により決するものと

する。 

４ 前３項の規定にかかわらず、会長は、会議で議決すべき案件が軽易であると認め

るとき、緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないと認めるときその他やむ

を得ない事由があると認めるときは、書面による協議をもって会議の議決に代えるこ

とができる。 

５ 第３項の規定は、前項の書面による協議について準用する。  

（意見の聴取等）  

第７条 会長は、必要と認める者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は

必要な書類の提出を求めることができる。  

（協議結果の取扱い）  

第８条 交通会議において協議が調った事項については、関係者はその結果を尊重し、当

該事項の実施に努めるものとする。  

（運賃協議分科会） 

第９条 交通会議は、地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の運賃及び料金に関する事

項に関し協議を行うため、道路運送法第９条第４項に掲げる者で構成する運賃協議分科

会（以下「分科会」という。）を設置する。なお、協議を行う際は、あらかじめ協議会の

承認を受けて、分科会を設置する。  



２ 分科会に分科会長を置き、企画政策部長をもって充てる。  

３ 分科会長は、分科会を代表し、会務を掌握する。  

４ 第６条第２項及び第３項の規定は、分科会に準用する。  

（事務局） 

第10条 交通会議の事務を処理するため、会議に事務局を置く。  

２ 事務局は、君津市企画政策部に置く。  

３ 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。  

４ 事務局に必要な事項は、会長が別に定める。  

 （経費の負担）  

第11条 交通会議の運営に要する経費は、君津市及び関係団体等の負担金、国からの補助

金、繰越金その他の収入をもって充てる。  

 （委員の報酬）  

第12条 委員の報酬は日額7,700円とする。ただし、行政機関の職員については無報酬とす

る。 

 （監査） 

第13条 交通会議に監査委員を２人置き、会長が指名する委員をもって充てる。  

２ 監査委員は、出納監査を行い、その結果を会長に報告しなければならない。  

 （財務に関する事項） 

第14条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 

（交通会議が解散した場合の措置） 

第15条 交通会議が解散した場合においては、交通会議の収支は解散の日をもって打ち切

り、会長であった者がこれを決算する。  

（委任）  

第16条 この要綱に定めるもののほか交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に

諮って別に定める。  

附 則 

この要綱は、平成１９年８月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成２３年１２月１日から施行する。  



附 則 

この要綱は、平成２４年８月１日から施行する。  

  附 則 

この要綱は、平成２７年５月２０日から施行する。  

  附 則 

この要綱は、平成２８年６月２７日から施行する。  

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

附 則 

 この要綱は、令和６年６月２８日から施行する。  



 

ＪＲ久留里線（久留里～上総亀山間）の代替交通について 

 

１ 趣旨 

ＪＲ久留里線の久留里～上総亀山間については、ＪＲ東日本から鉄道事業法

に基づく廃止届が提出され、令和９年４月１日に鉄道事業が廃止される。 

このことを踏まえ、代替交通の運行に向けた今後のスケジュールについて報

告するほか、運賃協議分科会の設置（開催）等について、協議を行う。 

 

２ スケジュールの概要 

令和８年４月       道路運送法第９条第５項に基づく意見募集 

４月～５月    運行業務委託の入札手続き 

６月上旬     運行業務委託の契約締結 

６月中旬～下旬  運賃協議分科会、地域公共交通会議 

令和９年３月（予定）   代替交通運行開始 

 

３ 運行計画の概要 

(1) 運行形態 

道路運送法第４条の規定に基づく一般乗合旅客自動車運送事業として、路

線定期運行のバス運行を行う。 

 
(2) 運行開始時期 

令和９年３月（予定） 

※運行開始日については、事業実施に係る諸条件等を踏まえ、調整する。 

 

(3) 運行経路及び運行ダイヤ 

別紙１及び別紙２のとおり 

 

(4) 運賃等 

運 賃 形 態 均一制 

運 賃 ・大人（６５歳未満の者）         ２００円 

・大人（６５歳以上の者）         １００円 

・小人（小学生、中学生及び高校生）    １００円 

・小学校就学前の者              無料 

割 引 制 度 等 障がい者とその介護者１００円 

回数券（１００円券２４枚つづり）販売額２，０００円 

Ｉ Ｃ 決 済 対 応 有り 

そ の 他 亀山やすらぎ館～久留里駅間を通学のために利用する

者を対象に運賃の支払いを要しない定期券形式の乗車

証（通学パス）を発行する。 

※運賃等に係る正式な協議については、運賃協議分科会において行う。 

1

資料１



 

(5) 特記事項 

ア フリー乗降 

亀山やすらぎ館～名殿の区間については、上り５便～８便、下り３便～

５便において、フリー乗降を行う。 

イ 車両 

受注者が運行車両２台及び予備車両１台を調達し、運行を行う。 

運行車両は、乗車定員３０人程度の標準仕様ノンステップバス認定車両

とする。 

※現時点の想定であり、最終的な仕様は入札公告時に示す。 

 

４ 運賃協議分科会の設置（開催） 

(1) 設置（開催）理由等 

運賃等に係る協議については、道路運送法第９条第４項に定める者を構成

員とする協議会において、協議を行う必要があるため、君津市地域公共交通

会議設置要綱第９条の規定に基づき、運賃協議分科会を設置（開催）する。 

 

(2) 開催時期 

次回地域公共交通会議の開催前とする。 

 

(3) 構成員 

区分 役職等 備考 

君津市 企画政策部長 分科会長 

千葉県 
交通計画課 

地域公共交通担当課長 
君津市地域公共交通会議委員 

運行事業者  運行事業者決定後選任 

地方運輸局 
関東運輸局千葉運輸支局 

首席運輸企画専門官 
君津市地域公共交通会議委員 

住民代表 上総地区住民代表 君津市地域公共交通会議委員 

※ 千葉県、地方運輸局、住民代表の区分については、君津市地域公共交

通会議委員をもって充てるものとし、人事異動等により役職に変更が

あった場合は、後任委員の役職とする。 

 

５ 道路運送法第９条第５項に基づく意見募集 

(1) 実施方法等 

住民や利害関係者等を対象に、市ホームページにおいて、運賃等に係る意

見募集を行う。 

内容は、別紙３のとおり。 

 

(2) 実施期間 

令和８年４月１５日（水）から令和８年４月２８日（火）まで 

2
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別紙３ 

裏面に続く 

高校進学に関するアンケートのお願い 

 

 

住 所 

（ 所 在 地 ） 
 

フ リ ガ ナ  

氏 名 

（ 団 体 名 等 ） 
 

電 話 番 号  

メールアドレス 

（お持ちの方のみ） 
 

※記入内容の確認のために連絡をすることがありますが、それ以外の目的で個

人情報を利用することはありません。 

 

１ 対象者の区分 

該当する番号に○をつけてください。 

なお、③（利害関係者）を選んだ場合は、利害関係の具体的な内容を記入し

てください。 

 

① 市民 

② ＪＲ久留里線（久留里～上総亀山間）の利用者 

③ 利害関係者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利害関係の具体的な内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久留里線代替バスの運賃等に係る意見 
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２ 運賃（金額）に関する意見 

久留里線代替バスの運賃として、適正と考える金額を記入し、その理由を記

入してください。 

 

区分 運賃 理由 

大人（６５歳未満の者） 

※現行運賃：200 円 

 
円 

大人（６５歳以上の者） 

※現行運賃：100 円 

 
円 

小人（小学生、中学生及

び高校生） 

※現行運賃：100 円 

 
円 

小学校就学前の者 

※現行運賃：無料 

 
円 

※現行運賃には、現在の君津市コミュニティバスの運賃を記載しています。 

 

３ 運賃に係るその他の事項に関する意見 

運賃形態（均一性・対距離制・区間制等）や割引制度等、運賃に係るその他

の事項について、意見がある場合は、以下に記入してください。 
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取組管理シートに基づく評価について 

 

１ 概要 

君津市地域公共交通計画に定める事業の進捗管理を行うため、取組管理シ

ートにより具体化し、毎年度、その評価を行うもの。 

進捗管理が目的であり、性質的にもアウトカム指標にそぐわないものが多

いため、予定していた取組に対し、どの程度、実施することができたかという

定性的な評価としている。 

なお、君津市地域公共交通計画に定める指標に基づく定量的な評価につい

ては、別途実施する。 

 

２ 評価基準 

評価基準 評価 

十分に取組を実施することができた。 Ａ 

おおむね予定どおり取組を実施することができた。 Ｂ 

十分な取組を実施することができなかった。 Ｃ 

  

３ 事業評価一覧 

事業名 評価 

施策１ 拠点間をむすぶ移動手段の確保 － 

事業① 鉄道・高速バス等の利便性の向上 Ａ 

事業② バス路線の再編等 Ａ 

事業③ ファースト・ラストワンマイルに対応した移動手段の

検討 
Ａ 

事業④ 地域が主体となった移動支援策の検討 Ａ 

施策２ 交通結節点等の機能強化 － 

事業① 交通結節点等における利便性向上に向けた運行ダイ

ヤの調整 
Ａ 

事業② 待合環境の充実 Ｂ 

事業③ ファースト・ラストワンマイルに対応した移動手段の

検討＜再掲＞ 
Ａ 
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事業名 評価 

施策３ 公共交通サービスの向上 － 

事業① ＩＣカードの利用促進やキャッシュレス決済の検討 Ａ 

事業② ユニバーサルデザインに対応した車両の導入推進 Ａ 

事業③ デマンドタクシーの効率的な配車・乗合乗車等の推進 Ａ 

事業④ 電子定期券や企画切符等の多様な運賃制度の導入検

討 
Ａ 

事業⑤ 交通と他分野が連携した取組の検討 Ａ 

施策４ 地域と一体となって交通を支える取組の推進 － 

事業① 公共交通の利用促進 Ａ 

事業② 高齢者等への移動支援 Ａ 

事業③ モビリティ・マネジメントの推進 Ａ 

事業④ 受益者負担の見直し Ａ 

事業⑤ 公共交通の担い手確保 Ａ 

施策５ 公共交通のＤＸ・ＧＸの推進 － 

事業① オープンデータの利活用に向けた検討 Ａ 

事業② 公共交通の自動運転技術導入に向けた検討 Ａ 

事業③ 公共交通の運行車両の電気自動車（ＥＶ）及び燃料電

池自動車（ＦＣＶ）への更新・導入検討 
Ａ 
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（評価に当たっての留意事項）

・交通事業者において、鉄道や高速バス等の利用状況に応じてダイヤ改正を行っ
た。
・JR久留里線において、ふれあい祭り等の沿線イベントや学校行事に合わせて、編
成増強や臨時列車の運行を行った。
・交通事業者において、高速バス路線の市内バス停に係る利用状況を整理した。

A 評価理由 十分に取組を実施することができたため。

A：十分に取組を実施することができた。　／B：おおむね予定どおり取組を実施することができた。
／C：十分な取組を実施することができなかった。

特 記 事 項

令 和 ７ 年 度
取 組 実 績

・駅やバス停における利用状況を把握するとともに、利用状況に応じたダイヤを調
整する。
・地域と連携し学校行事やイベントに対応するため、必要に応じて編成増強や臨時
列車を運行する。

君津市地域公共交通計画の取組管理シート

取 組 評 価

施策１　拠点間をむすぶ移動手段の確保

事業①　鉄道・高速バス等の利便性の向上

利用者の利用状況及び利用者ニーズ等に合わせて運行ダイヤ等を調整し、更なる利
便性の向上を図る

君津市、交通事業者

取 組 概 要

事 業 名

施 策

実 施 主 体

令 和 ７ 年 度
取 組 内 容

R10年度 R11年度 R12年度

実 施 時 期

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

利用状況やニーズから運行ダイヤの見直しを継続的に実施
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（評価に当たっての留意事項）

A：十分に取組を実施することができた。　／B：おおむね予定どおり取組を実施することができた。
／C：十分な取組を実施することができなかった。

令 和 ７ 年 度
取 組 内 容

・昨年度協議した周西線、コミュニティバス中島・豊英線の運行内容の変更に向け、
契約手続きや国への申請、市民周知などを実施する。
・君津市内循環線、コミュニティバス小糸川循環線のICカードの利用データ等を収
集し、利用状況を把握する。
・地域公共交通確保維持事業を活用しながら、路線バスの運行を確保・維持する。

令 和 ７ 年 度
取 組 実 績

・周西線、コミュニティバス中島・豊英線において、12月１日から運行内容を変更し、
君津駅までの直通や重複区間の解消などを図った。
・ICカードを導入している路線バスの利用データを収集し、運行内容見直し後の一
部路線における利用状況の把握を行った。
・地域公共交通確保維持事業を活用するとともに、市からも不採算路線に対して補
助金を交付し、路線バスの確保・維持を図った。

取 組 評 価 A 評価理由 十分に取組を実施することができたため。

取 組 概 要

取組１
市内の公共交通ネットワークの最適化を目的に、利用者ニーズや事業採算性を踏ま
えて運行路線の再編を検討・実施します。
特に、以下の路線については路線再編を含めた運行の見直しを検討します。
・君津市内循環線、コミュニティバス小糸川循環線
・周西線、コミュニティバス中島・豊英線

取組２
路線バスは、自治体や事業者の運行努力だけでは路線の維持が困難であり、地域公
共交通確保維持事業により、今後も運行を確保・維持するとともにバス事業の活性
化を促進します。

君津市地域公共交通計画の取組管理シート

施 策 施策１　拠点間をむすぶ移動手段の確保

事 業 名 事業②　バス路線の再編等

特 記 事 項

実 施 主 体 君津市、交通事業者

実 施 時 期

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度

取組１

先行的に選定する２路線から検討を具
体化し、さらに路線再編が必要となる路
線の検討条件等を検討

その他の路線について、路線再編の必要性・再
編内容を具体化し、適宜実施

取組２

地域公共交通確保維持事業を活用しながら、継続的に路線バスを維持し、活性化を促進
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取 組 概 要
個人の移動に対応した交通手段として、シェアモビリティやレンタ・シェアサイクル等
の導入を検討し、実施します。

君津市地域公共交通計画の取組管理シート

施 策 施策１　拠点間をむすぶ移動手段の確保

事 業 名 事業③　ファースト・ラストワンマイルに対応した移動手段の検討

実 施 主 体 君津市、観光協会、商工会議所、交通事業者、民間事業者、市民

実 施 時 期

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度

（評価に当たっての留意事項）

A：十分に取組を実施することができた。　／B：おおむね予定どおり取組を実施することができた。
／C：十分な取組を実施することができなかった。

特 記 事 項

令 和 ７ 年 度
取 組 内 容

・地域における移動ニーズ等を調査し、親和性の高いモビリティを選定する。

令 和 ７ 年 度
取 組 実 績

・三直台谷自治会の協力を得て移動実態調査を実施し、地域における移動ニーズや
外出特性を整理した。また、調査結果を自治会と共有し、現状の移動実態や課題等
について、意見交換を行った。

取 組 評 価 A 評価理由 十分に取組を実施することができたため。

導入区域及び運行手段・
形態の調査・検討

関係者協議（事業者・地区住民等）を実施し、必要に応じて実証実験
等を企画・実施し、実現可能性を検証し、本格運行の可否を判断
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取 組 概 要
鉄道駅や主要なバス停等までの交通手段を確保するために、自家用有償旅客運送
等の活用を見据えながら検討し、必要に応じて実施します。

君津市地域公共交通計画の取組管理シート

施 策 施策１　拠点間をむすぶ移動手段の確保

事 業 名 事業④　地域が主体となった移動支援策の検討

実 施 主 体 君津市、市民

実 施 時 期

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度

（評価に当たっての留意事項）

A：十分に取組を実施することができた。　／B：おおむね予定どおり取組を実施することができた。
／C：十分な取組を実施することができなかった。

特 記 事 項

令 和 ７ 年 度
取 組 内 容

・ファースト・ラストワンマイルに対応した移動手段の検討と合わせ、地域特性に応じ
てどのような運行手段・形態が望ましいのか整理する。

令 和 ７ 年 度
取 組 実 績

・ファースト・ラストワンマイルに対応した移動手段の検討の中で、地域特性を踏ま
え、地域が主体となって実施し得るモビリティの一つとして公共ライドシェアを含め
整理した。

取 組 評 価 A 評価理由 十分に取組を実施することができたため。

導入区域及び運行手段・
形態の調査・検討

地元協議を実施し、必要に応じて実証実験等を企画・実施し、実現
可能性を検証し、本格運行の可否を判断
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取 組 概 要
鉄道駅や主要なバス停等において異なる交通手段同士の乗り継ぎ時間を短縮させ
るために運行ダイヤを調整し、利便性の向上を図ります

君津市地域公共交通計画の取組管理シート

施 策 施策２　交通結節点等の機能強化

事 業 名 事業①　交通結節点等における利便性向上に向けた運行ダイヤの調整

実 施 主 体 君津市、交通事業者

実 施 時 期

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度

（評価に当たっての留意事項）

A：十分に取組を実施することができた。　／B：おおむね予定どおり取組を実施することができた。
／C：十分な取組を実施することができなかった。

特 記 事 項

令 和 ７ 年 度
取 組 内 容

・君津駅と君津バスターミナルにおける交通モード間の乗り継ぎを円滑にするた
め、交通事業者間で連携し、運行時刻の調整を行う。

令 和 ７ 年 度
取 組 実 績

・交通事業者において、君津駅や君津バスターミナル等において、路線バス、鉄道・
高速バス、コミュニティバス間の乗り継ぎを考慮し、ダイヤ改正を行った。

取 組 評 価 A 評価理由 十分に取組を実施することができたため。

利用状況やニーズから運行ダイヤの継続的な見直しを実施
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取 組 概 要

鉄道駅や主要なバス停において、利用者ニーズに合った待合環境の充実を図りま
す。
・ベンチの設置
・バス停の共同化
・情報案内表示のデジタル化・多言語化・共同化
・バス停ナンバリングの検討
・待合環境のユニバーサルデザイン化　等

君津市地域公共交通計画の取組管理シート

施 策 施策２　交通結節点等の機能強化

事 業 名 事業②　待合環境の充実

実 施 主 体 君津市、交通事業者、民間事業者

実 施 時 期

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度

（評価に当たっての留意事項）

A：十分に取組を実施することができた。　／B：おおむね予定どおり取組を実施することができた。
／C：十分な取組を実施することができなかった。

特 記 事 項

令 和 ７ 年 度
取 組 内 容

・利用状況を調査するとともに、バス停周辺の立地状況などを踏まえ優先順位を整
理する。

令 和 ７ 年 度
取 組 実 績

・路線バスにおけるICカード利用データを集計・分析し、バス停ごとの利用状況の把
握に着手した。なお、対象路線は一部に限られており、引き続きデータの蓄積・分析
を進めていく必要がある。

取 組 評 価 B 評価理由

・利用状況の把握に向けたデータ収集・分析に着手した
ものの、全路線を対象とした分析や、機能拡充するバス
停の基準設定及び優先順位の整理までには至っていな
いため。

機能拡充するバス停の
優先順位・整備内容の
検討

検討結果を踏まえて、順次整備を実施し、整備箇所・内容の再検討
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取 組 概 要
個人の移動に対応した交通手段として、シェアモビリティ やレンタ・シェアサイクル
等の導入を検討し、実施します。

君津市地域公共交通計画の取組管理シート

施 策 施策２　交通結節点等の機能強化

事 業 名 事業③　ファースト・ラストワンマイルに対応した移動手段の検討＜再掲＞

実 施 主 体 君津市、観光協会、商工会議所、交通事業者、民間事業者、市民

実 施 時 期

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度

（評価に当たっての留意事項）

A：十分に取組を実施することができた。　／B：おおむね予定どおり取組を実施することができた。
／C：十分な取組を実施することができなかった。

特 記 事 項

令 和 ７ 年 度
取 組 内 容

・地域における移動ニーズ等を調査し、親和性の高いモビリティを選定する。

令 和 ７ 年 度
取 組 実 績

・三直台谷自治会の協力を得て移動実態調査を実施し、地域における移動ニーズや
外出特性を整理した。また、調査結果を自治会と共有し、現状の移動実態や課題等
について、意見交換を行った。

取 組 評 価 A 評価理由 十分に取組を実施することができたため。

導入区域及び運行手段・
形態の調査・検討

関係者協議（事業者・地区住民等）を実施し、必要に応じて実証実験
等を企画・実施し、実現可能性を検証し、本格運行の可否を判断
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取 組 概 要
現金以外での料金決済手段の拡充に向けて、これまで導入促進しているICカード
による決済の拡充に加えて、必要に応じてクレジットカードやQR決済等の料金決済
手段の導入について検討します。

君津市地域公共交通計画の取組管理シート

施 策 施策３　公共交通サービスの向上

事 業 名 事業①　ICカードの利用促進やキャッシュレス決済の検討

実 施 主 体 交通事業者、民間事業者

実 施 時 期

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度

（評価に当たっての留意事項）

A：十分に取組を実施することができた。　／B：おおむね予定どおり取組を実施することができた。
／C：十分な取組を実施することができなかった。

特 記 事 項

取組１：完了（R7.4）
・令和７年４月より全てのバス路線で交通系ICカードのサービスに対応している。
取組２：継続
・君津市内に乗り入れているタクシーの多くは、アプリを介し、クレジットカードや
QR決済等の料金決済に対応している。

令 和 ７ 年 度
取 組 内 容

・路線バスにおける現金、ICカード決済以外の決済手段の導入可能性について調査
する。

令 和 ７ 年 度
取 組 実 績

・交通事業者において、路線バスのＱＲコード決済等について、読み取り速度や導入
コストの面での課題を整理するとともに、交通系ＩＣカードの利用状況を把握した。

取 組 評 価 A 評価理由 十分に取組を実施することができたため。

ICカード決済未実施路線
での導入を実施

検討結果を踏まえて、継続的に事業者と検討・調整
し、必要に応じて実施

現金・ICカード決済以外の決裁手段の導
入の実現可能性を調査・検討
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取 組 概 要

取組１
子どもや妊産婦、高齢者、車いす利用者等が乗降しやすいように、路線バスやコミュ
ニティバスにおける低床バス（ノンステップバス、ワンステップバス）の導入を推進し
ます
取組２
タクシーやデマンドタクシーの車両更新時にユニバーサルデザイン（UD）タクシー
の導入を推進します。

君津市地域公共交通計画の取組管理シート

施 策 施策３　公共交通サービスの向上

事 業 名 事業②　ユニバーサルデザインに対応した車両の導入推進

実 施 主 体 君津市、交通事業者

実 施 時 期

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度

（評価に当たっての留意事項）

A：十分に取組を実施することができた。　／B：おおむね予定どおり取組を実施することができた。
／C：十分な取組を実施することができなかった。

特 記 事 項

取組１：完了
・路線バスとコミュニティバスは、予備車以外の全ての車両で低床バスを導入してい
る。
取組２：継続

令 和 ７ 年 度
取 組 内 容

・路線バスは、車両更新時に低床バスを導入する。
・タクシーは、車両更新時にユニバーサルデザインに対応した車両を導入する。

令 和 ７ 年 度
取 組 実 績

・【路線バス】交通事業者において、車両更新により、低床バスを１０台導入した。
・【タクシー】交通事業者において、ユニバーサルデザインに対応した車両を９台導入
した。

取 組 評 価 A 評価理由 十分に取組を実施することができたため。

取組１

取組２

車両更新時に低床バス車両の導入を継
続的に実施

車両更新時にユニバーサルデザイン車両の導入を継続的に実施
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（評価に当たっての留意事項）

A：十分に取組を実施することができた。　／B：おおむね予定どおり取組を実施することができた。
／C：十分な取組を実施することができなかった。

特 記 事 項

令 和 ７ 年 度
取 組 内 容

・契約更新の時期を見据え、利用状況を調査する。
・運行の効率化を図るため、運行方法の検討等を事業者と協議する。
・デマンドタクシーは、乗合交通であることを周知し、乗合乗車を推進する。

令 和 ７ 年 度
取 組 実 績

・自治会にチラシを回覧して、デマンドタクシーが乗合交通であることを周知し、乗
合乗車の促進に取り組んだ。
・観光者向けのチラシを観光交流センターに配架し、デマンドタクシーの利用促進を
図った。
・令和７年度における目標値を関係者と共有し、目標達成に向け運行効率の向上に
努めるよう相互理解を図った。

取 組 評 価 A 評価理由 十分に取組を実施することができたため。

実 施 主 体 君津市、交通事業者、市民

実 施 時 期

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度

取 組 概 要

デマンドタクシーの効率的な運行に向けて運行方法等を検討するとともに、乗合交
通としての役割を担っていることの理解をさらに深め、一人でも多く利用できるよ
うにします。なお、デマンドタクシーは、君津市内のフィーダー交通としての役割を
担っており、今後も継続的に維持していく必要があります。自治体や事業者の運営
努力だけでは系統の維持・確保が困難なことから、地域公共交通確保維持事業
（フィーダー補助）を活用するとともに、フィーダー交通の活性化を促進します。

君津市地域公共交通計画の取組管理シート

施 策 施策３　公共交通サービスの向上

事 業 名 事業③　デマンドタクシーの効率的な配車・乗合乗車等の推進

運行効率化に向けた運
行方法の検討・事業者
協議

検討結果を踏まえて、順次運行方法の見直し、必要に応じて、運行内
容を継続的に実施しながら、活性化を促進
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（評価に当たっての留意事項）

A：十分に取組を実施することができた。　／B：おおむね予定どおり取組を実施することができた。
／C：十分な取組を実施することができなかった。

特 記 事 項
取組１：継続
・高速バスの定期券については、全路線で電子化に対応済み。
取組２：継続

実 施 時 期

令 和 ７ 年 度
取 組 内 容

・現在、紙媒体で運用している定期券の電子化について、検討する。
・他自治体等で実施している企画切符に係る事例を調査し、導入の可能性について
事業者と意見交換を実施する。

令 和 ７ 年 度
取 組 実 績

・交通事業者において、紙媒体で運用している路線バスの定期券の電子化につい
て、導入に当たっての運用方法や課題の整理を行った。
・交通事業者において、久留里線沿線の魅力をまるごと詰め込んだモニターツアー
を実施した。
・千葉県主催のサンキューちばフリーパスや路線バスの割引制度などを関係機関と
連携して実施した（継続実施）。
・ＪＲ久留里線活性化協議会において、地域イベント「ええもんいち」と連携し、ＪＲ久
留里線での来場者に対して特典を付与することにより、当該路線の利用促進を図っ
た。

取 組 評 価 A 評価理由 十分に取組を実施することができたため。

実 施 主 体 君津市、交通事業者、民間事業者

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度

取 組 概 要

取組１
デジタルデバイスの普及に伴い、電子定期券の導入を検討します。
取組２
バスからバスへの乗り継ぎにおける運賃抵抗を軽減するために、乗り継ぎ割引運賃
の設定等の導入を検討します。
また、民間事業者とも連携し、公共交通の利用促進と地域の活性化を図るため、市
内の観光事業者・商業事業者等との連携による公共交通の利用に付加価値を付け
た企画切符の販売などを検討します。

君津市地域公共交通計画の取組管理シート

施 策 施策３　公共交通サービスの向上

事 業 名 事業④　電子定期券や企画切符等の多様な運賃制度の導入検討

取組２

電子定期券の導入可能
性 を 交 通 事 業 者 と 検
討・協議

検討結果を踏まえて必要に応じて実施

取組１

他分野連携の企画切符の企画内容を交
通事業者と検討・協議

検討結果を踏まえて必要に応じて実施
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（評価に当たっての留意事項）

A：十分に取組を実施することができた。　／B：おおむね予定どおり取組を実施することができた。
／C：十分な取組を実施することができなかった。

特 記 事 項

令 和 ７ 年 度
取 組 内 容

・清和地域拠点複合施設おらがわで実施している移動販売サービスの実証実験を
踏まえ、今後の運用について協議する。
・その他の他分野連携方策に向け、先進事例を調査研究するとともに関係者と検
討・協議する。

令 和 ７ 年 度
取 組 実 績

・交通事業者において、久留里線沿線の魅力をまるごと詰め込んだモニターツアー
を実施した。（再掲）
・交通事業者において、久留里線沿線の学校と連携し、「（久留里線）車内絵画展」を
実施した。
・清和地域拠点複合施設おらがわにおいて、移動販売サービスの実証実験を実施
し、利用状況等の把握に努めた。
・交通と他分野が連携した取組の展開に向け、先進事例の調査を行った。

取 組 評 価 A 評価理由 十分に取組を実施することができたため。

実 施 主 体 君津市、交通事業者、民間事業者

実 施 時 期

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度

取 組 概 要
交通を地域のくらしと一体として捉え、地域公共交通の維持・活性化を目的に他分
野と連携して、取組を検討する。

君津市地域公共交通計画の取組管理シート

施 策 施策３　公共交通サービスの向上

事 業 名 事業⑤　交通と他分野が連携した取組の検討

検討結果を踏まえて必要に応じて実施他分野連携方策に向け、交通事業者と
企画内容や実現可能性を検討・協議
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（評価に当たっての留意事項）

A：十分に取組を実施することができた。　／B：おおむね予定どおり取組を実施することができた。
／C：十分な取組を実施することができなかった。

特 記 事 項

令 和 ７ 年 度
取 組 内 容

・公共交通の運行情報や時刻表など、交通事業者とも連携し、市ホームページや
SNS等を通じてわかりやすい情報発信を行う。
・久留里線沿線で開催されるイベント（地域行事）や観光施設等と連携し、沿線地域
への来訪及び久留里線の利用促進に資する取組を実施する。

令 和 ７ 年 度
取 組 実 績

・市広報誌（10月号）で公共交通に関する特集を組んで、公共交通の利用促進を
図った。
・天候等の事由による公共交通の路線運休や欠便に関する情報について、交通事業
者と連携し、SNS等を通じて情報発信を行った。
・JR久留里線の利用促進のため、地域イベントと連携し、イベント「久留里ナイト酒
ミュージアムええもん夜いち」を開催したほか、日常利用の促進を図るため、豪華賞
品を用意し、久留里線に乗れば乗るほど当選確率が高くなる「久留里線プレゼント
キャンペーン」を実施した。

取 組 評 価 A 評価理由 十分に取組を実施することができたため。

実 施 主 体 君津市、交通事業者、その他関係団体

実 施 時 期

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度

取 組 概 要

取組１
市広報やSNS等を活用して、公共交通の利用促進に向けたわかりやすい情報発信
を実施します。
取組２
JR久留里線活性化協議会等を通じて各種イベントの実施や環境美化活動など関係
者と連携しながら利用促進を図ります。

君津市地域公共交通計画の取組管理シート

施 策 施策４　地域と一体となって交通を支える取組の推進

事 業 名 事業①　公共交通の利用促進

取組２

取組１

公共交通の利用促進に向けた情報発信を継続的に実施

久留里線の観光利用及び沿線住民に対する利用促進を継続的に実施
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（評価に当たっての留意事項）

A：十分に取組を実施することができた。　／B：おおむね予定どおり取組を実施することができた。
／C：十分な取組を実施することができなかった。

特 記 事 項

令 和 ７ 年 度
取 組 内 容

・既存の取組を精査するとともに、他自治体における事例等を調査し、関係部署も
交え、既存制度の見直しや新たな支援制度の構築について、検討を進める。

令 和 ７ 年 度
取 組 実 績

・高齢者等への移動支援に係る既存制度の整理を行うとともに、他自治体事例等を
参考に、関係部署と連携しながら今後の支援の方向性について検討した。
・国の交付金を活用した高齢者対象の外出支援策（令和８年度事業）について検討
を進めた。

取 組 評 価 A 評価理由 十分に取組を実施することができたため。

実 施 主 体 君津市、交通事業者

実 施 時 期

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度

取 組 概 要
高齢者等に対して、通院や買物等の必要な外出の支援と社会参加の促進を図るた
めに、公共交通機関による外出を支援します

君津市地域公共交通計画の取組管理シート

施 策 施策４　地域と一体となって交通を支える取組の推進

事 業 名 事業②　高齢者等への移動支援

関係各課と連携して継続的に実施
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（評価に当たっての留意事項）

A：十分に取組を実施することができた。　／B：おおむね予定どおり取組を実施することができた。
／C：十分な取組を実施することができなかった。

特 記 事 項

令 和 ７ 年 度
取 組 内 容

・公共交通を利用することの経済的なメリットの周知や乗り方教室等を実施し、「日
頃から適度に公共交通を利用する意識」を醸成し、平時における公共交通の利用を
促していく。

令 和 ７ 年 度
取 組 実 績

・市広報誌（10月号）で公共交通に関する特集を組み、公共交通の利用促進を図っ
た。（再掲）
・JAF主催のイベント（君津市民文化ホール開催）に合わせ、交通事業者と連携し、路
線バスの乗り方教室を実施した。
・JR久留里線活性化協議会において、ＪＲ社員による座学や久留里線の乗車体験な
どを実施した。

取 組 評 価 A 評価理由 十分に取組を実施することができたため。

実 施 主 体 君津市、交通事業者、市民

実 施 時 期

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度

取 組 概 要

取組１
モビリティ・マネジメントを通じて「過度な」自動車依存から、公共交通を「適度に、か
しこく」利用する状態へ市民の自発的な変容を促すとともに、市民一人ひとりが公
共交通を継続的に利用することで公共交通を支えているという意識の醸成を深め
ていきます。
取組２
公共交通の乗り方教室や公共交通の広報活動を行い、公共交通に関する意識の醸
成を図ることで、利用促進につなげます。

君津市地域公共交通計画の取組管理シート

施 策 施策４　地域と一体となって交通を支える取組の推進

事 業 名 事業③　モビリティ・マネジメントの推進

取組２

取組１

利用促進に向けた意識醸
成の取組内容を交通事業
者と企画・協議・検討

検討結果を踏まえて、順次実施し、実施内容の再検討

公共交通の乗り方教室や公共交通の広報活動を継続的に実施

17



（評価に当たっての留意事項）

A：十分に取組を実施することができた。　／B：おおむね予定どおり取組を実施することができた。
／C：十分な取組を実施することができなかった。

特 記 事 項

令 和 ７ 年 度
取 組 内 容

・他自治体におけるコミュニティバス等の運賃や収支状況を調査する。
・受益者負担の見直しに向けて準備を進める。（アンケート調査の企画検討など）

令 和 ７ 年 度
取 組 実 績

・千葉県内の自治体におけるコミュニティバスの運賃及び収支状況を調査するとと
もに、運賃改定を実施した自治体については、改定に至った背景や理由等を整理
し、受益者負担の見直しに向けた検討材料の把握・整理を行った。
・令和８年３月１４日から鉄道、３月１６日からタクシーの運賃改定が実施され、また、
同年４月１日からは一般路線バスの運賃改定に向けた手続きが進められるなど、交
通事業者において受益者負担の見直しが行われた。

取 組 評 価 A 評価理由 十分に取組を実施することができたため。

実 施 主 体 君津市、交通事業者、市民

実 施 時 期

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度

取 組 概 要

公共交通の持続的な運行のために、交通事業者単独では事業採算が取れない一部
路線に公費負担による補助金を活用しています。引き続き、交通事業者と連携して
運行方法や路線再編も含む運行の見直しと合わせ、受益者負担の見直しを実施しま
す。

君津市地域公共交通計画の取組管理シート

施 策 施策４　地域と一体となって交通を支える取組の推進

事 業 名 事業④　受益者負担の見直し

利用実態を踏まえ、継続的に見直しを実施
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（評価に当たっての留意事項）

A：十分に取組を実施することができた。　／B：おおむね予定どおり取組を実施することができた。
／C：十分な取組を実施することができなかった。

特 記 事 項

令 和 ７ 年 度
取 組 内 容

・ハローワーク、近隣自治体、交通事業者等と連携し、ドライバーの確保を目的とし
た就職支援イベントを実施する。
・国や千葉県で実施する運転手確保に資する取組をSNSや市HP等を通じて周知す
る。

令 和 ７ 年 度
取 組 実 績

・ハローワーク、富津市、交通事業者等と連携し、「運転のお仕事説明面接会 in イオ
ンモール富津」を開催し、５名の採用に至った（来場者１７名、総面談件数3０件）。
・千葉県が主催した「バス会社合同説明会」について、SNSや市広報誌などで周知
を行った。
・交通事業者において、会社説明会を実施したほか、求人情報媒体等を活用して運
転手確保に向けた取組を行った。

取 組 評 価 A 評価理由 十分に取組を実施することができたため。

実 施 主 体 君津市、近隣自治体、交通事業者

実 施 時 期

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度

取 組 概 要
ハローワークや近隣自治体と連携して就職支援イベントを実施し、担い手の確保に
努めます。

君津市地域公共交通計画の取組管理シート

施 策 施策４　地域と一体となって交通を支える取組の推進

事 業 名 事業⑤　公共交通の担い手確保

近隣自治体や交通事業
者と連携して中長期的
な取組の企画内容を協
議・検討

近隣自治体や交通事業者と連携した担い手確保に向けた取組
を中長期的に実施
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（評価に当たっての留意事項）

A：十分に取組を実施することができた。　／B：おおむね予定どおり取組を実施することができた。
／C：十分な取組を実施することができなかった。

特 記 事 項

取組１：完了（R7.3）
・市内を経由する全ての路線バス及びコミュニティバスについて、GTFS化を行い、
オープンデータとして、GTFSデータリポジトリで公開した。
取組２：継続（Level1のＭａaSについては完了）

令 和 ７ 年 度
取 組 内 容

・GTFSデータを適切に更新できる体制づくりに努める。
・MaaSに係る取組について先進事例等を調査・研究する。

令 和 ７ 年 度
取 組 実 績

・GTFSデータの更新作業を行えるよう、交通政策室内において研修を実施した。
・コミュニティバスのＧＴＦＳデータをGoogleの基準に適合させ、既存の公共交通手
段（鉄道や路線バス等）にコミュニティバスを組み合わせた経路検索ができるように
した。
・交通事業者において、民間の地図情報サービスや経路検索サービス等と連携し、
バスの運行時刻や目的地までの経路情報の提供を行った。

取 組 評 価 A 評価理由 十分に取組を実施することができたため。

実 施 主 体 君津市、交通事業者、民間事業者

実 施 時 期

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度

取 組 概 要

取組１
民間の地図情報サービス等と連携した経路検索システムを通じて、移動できる選択
肢の提供を目指します。その際にGTFS 化等の公共交通分野のオープンデータの
利活用に向けた検討を行い、必要に応じて実施します。
取組２
移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行えるような活用
等、取組の可能性を検討する。

君津市地域公共交通計画の取組管理シート

施 策 施策５　公共交通のDX・GXの推進

事 業 名 事業①　オープンデータの利活用に向けた検討

取組２

取組１

公共交通のオープンデータ化に向け交通事業者と連携して企画

内容や実現可能性を検討・協議し、必要に応じて実施

情報収集・調査・導入

方針（データの利活用

方法・整備方法・スケ

ジュール等）を検討

移動と関連サービスを組合せた取組に向け交通事業

者と連携して企画内容や実現可能性を検討・協議し、

必要に応じて実施

情報収集・調査し、導入方針（取組の方

向性・スケジュール等）を検討
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（評価に当たっての留意事項）

A：十分に取組を実施することができた。　／B：おおむね予定どおり取組を実施することができた。
／C：十分な取組を実施することができなかった。

特 記 事 項
現状の技術水準や制度上の課題等を踏まえると、実施効果が十分に見込める状況
にないため、当面の間は、最新の動向や関連情報の収集に努めることとする。

令 和 ７ 年 度
取 組 内 容

・先進事例などの情報収集を行い、今後の方向性をまとめる。

令 和 ７ 年 度
取 組 実 績

・自動運転に係る制度等について調査を行った結果、昨年度と比較し、大きな状況
の変化は見られないことを確認した。
※今後の方向性は、特記事項に記載のとおり。

取 組 評 価 A 評価理由 十分に取組を実施することができたため。

実 施 主 体 君津市、交通事業者、民間事業者

実 施 時 期

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度

取 組 概 要
君津市は交通事業者や民間事業者と連携して、自動運転社会の到来に備え、公共交
通への自動運転車両の導入に向けた課題や必要性等について調査・研究を進めま
す。

君津市地域公共交通計画の取組管理シート

施 策 施策５　公共交通のDX・GXの推進

事 業 名 事業②　公共交通の自動運転技術導入に向けた検討

自動運転技術導入に向けた取組に向け交通事業者

と連携して企画内容や実現可能性を検討・協議し、

必要に応じて実施

情報収集・調査し、導入の可能性につ

いて検討
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（評価に当たっての留意事項）

十分に取組を実施することができたため。

A：十分に取組を実施することができた。　／B：おおむね予定どおり取組を実施することができた。
／C：十分な取組を実施することができなかった。

特 記 事 項

令 和 ７ 年 度
取 組 内 容

・環境配慮車両の導入に向け、電気自動車（EV）及び燃料電池自動車（FCV）の導入
に係る課題等を整理する。

令 和 ７ 年 度
取 組 実 績

・交通事業者において、EVバスの導入事例を踏まえ、他地域の事例との比較を行い
ながら、路線バスにおける運行面での効果や課題について調査を行った。

取 組 評 価 A 評価理由

実 施 主 体 君津市、交通事業者、民間事業者

実 施 時 期

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度

取 組 概 要
上位・関連計画に位置づけられている、「公共交通が排出する二酸化炭素排出量を
削減」の達成に向けて、公共交通の車両更新時を中心に環境に優しい車両（電気自
動車（EV）及び燃料電池自動車（FCV））に更新します。

君津市地域公共交通計画の取組管理シート

施 策 施策５　公共交通のDX・GXの推進

事 業 名 事業③　公共交通の運行車両の電気自動車（ＥＶ）及び燃料電池自動車（FCV）への更新・導入検討

検討結果を踏まえて、交通事業者と連携して順次、環境配慮車両

に更新

社会情勢や車両更新時

期をみながら、交通事業

者と連携して環境配慮

車両導入方針（車両・ス

ケジュール等）を検討
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１2
１～

【問合先】
日東交通株式会社 富津営業所 TEL 0439-87-5400（路線バスに関すること）
君津市市民生活部 市民生活課 TEL 0439-56-1225（コミュニティバスに関すること）

小糸・清和地区の
バス運行が変わります！

運行内容

※一部バス停を省略しています

一部区間（鈴木病院前～清和公民館間）で運行が重複していた、路線バス周西線と
コミュニティバス中島・豊英線の運行内容を見直しました。
これにより、清和地区から君津駅への直行便が増え、さらに日中時間帯のバスが予約
なしで利用できますので、ぜひご利用ください！

現 行

見直し

📌君津駅から清和公民館への直通便を増便！
⇒清和⇔君津駅 直通の便数 上り便 ５便 ⇒ １１便 （６便UP）

下り便 5便 ⇒ １１便 （６便UP）

📌地域の利用状況に合わせ、車両サイズをコンパクトに！
⇒車両を全てハイエース型に変更し、 ちょうどいいサイズで運行します。

📌清和公民館⇔県民の森区間は電話予約が不要に！
⇒これまで電話による予約が必要だった区間にダイヤを設け、 定期的に運行します。

📌利用者に寄り添ったダイヤ改正！
⇒部活動などの帰りの時間に対応した２０時台の下り便を追加します。

📌路線バスとコミュニティバスの重複区間の解消！
⇒中島・豊英線の「鈴木病院前⇔清和公民館」区間を縮小します。
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令和７年１２月１日改正

停留所名 １便 ２便 ３便 ４便 ５便 ６便 ７便 ８便 ９便 １０便 １１便 １２便 １３便
清和公民館 △6:30 7:00 8:40 9:40 10:20 △10:40 12:10 14:30 15:30 16:40 18:00

粟倉 △6:31 7:01 8:41 9:41 10:21 △10:41 12:11 14:31 15:31 16:41 18:01
田中台 △6:32 7:02 8:42 9:42 10:22 △10:42 12:12 14:32 15:32 16:42 18:02
市場 △6:33 7:03 8:43 9:43 10:23 △10:43 12:13 14:33 15:33 16:43 18:03

市宿中 △6:34 7:04 8:44 9:44 10:24 △10:44 12:14 14:34 15:34 16:44 18:04
市宿 △6:34 7:04 8:44 9:44 10:24 △10:44 12:14 14:34 15:34 16:44 18:04
芝原 △6:35 7:05 8:45 9:45 10:25 △10:45 12:15 14:35 15:35 16:45 18:05
鎌滝 △6:36 7:06 8:46 9:46 10:26 △10:46 12:16 14:36 15:36 16:46 18:06

鎌滝原 △6:36 7:06 8:46 9:46 10:26 △10:46 12:16 14:36 15:36 16:46 18:06
下小糸 △6:37 7:07 8:47 9:47 10:27 △10:47 12:17 14:37 15:37 16:47 18:07
福岡 △6:40 7:10 8:50 9:50 10:30 △10:50 12:20 14:40 15:40 16:50 18:10

駒久保 △6:41 7:11 8:51 9:51 10:31 △10:51 12:21 14:41 15:41 16:51 18:11
塚原 △6:42 7:12 8:52 9:52 10:32 △10:52 12:22 14:42 15:42 16:52 18:12
糠田 △6:43 7:13 8:53 9:53 10:33 △10:53 12:23 14:43 15:43 16:53 18:13

小糸地域市民センター △6:44 7:14 8:54 9:54 10:34 △10:54 12:24 14:44 15:44 16:54 18:14
堀の内 △6:45 7:15 8:55 9:55 10:35 △10:55 12:25 14:45 15:45 16:55 18:15
中島 △6:10 △6:46 7:16 8:56 9:56 10:36 △10:56 12:26 14:46 15:46 16:56 18:16 △18:30

小糸中農協 △6:10 △6:46 7:16 8:56 9:56 10:36 △10:56 12:26 14:46 15:46 16:56 18:16 △18:30
鈴木病院前 △6:11 △6:47 7:17 8:57 9:57 10:37 △10:57 12:27 14:47 15:47 16:57 18:17 △18:31

泉 △6:12 △6:48 7:18 8:58 9:58 10:38 △10:58 12:28 14:48 15:48 16:58 18:18 △18:32
六手 △6:13 △6:49 7:19 8:59 9:59 10:39 △10:59 12:29 14:49 15:49 16:59 18:19 △18:33

六三橋 △6:14 △6:50 7:20 9:00 10:00 10:40 △11:00 12:30 14:50 15:50 17:00 18:20 △18:34
三直 △6:15 △6:51 7:21 9:01 10:01 10:41 △11:01 12:31 14:51 15:51 17:01 18:21 △18:35

市民文化ホール △6:16 △6:52 7:22 9:02 10:02 10:42 △11:02 12:32 14:52 15:52 17:02 18:22 △18:36
君津バスターミナル △6:17 △6:53 7:23 9:03 10:03 10:43 △11:03 12:33 14:53 15:53 17:03 18:23 △18:37
市民文化ホール △6:18 △6:54 7:24 9:04 10:04 10:44 △11:04 12:34 14:54 15:54 17:04 18:24 △18:38

法木作 △6:20 △6:56 7:26 9:06 10:06 10:46 △11:06 12:36 14:56 15:56 17:06 18:26 △18:40
外箕輪 △6:22 △6:58 7:28 9:08 10:08 10:48 △11:08 12:38 14:58 15:58 17:08 18:28 △18:42

県営住宅入口 △6:22 △6:58 7:28 9:08 10:08 10:48 △11:08 12:38 14:58 15:58 17:08 18:28 △18:42
杢師４丁目 △6:23 △6:59 7:29 9:09 10:09 10:49 △11:09 12:39 14:59 15:59 17:09 18:29 △18:43

杢師 △6:24 △7:00 7:30 9:10 10:10 10:50 △11:10 12:40 15:00 16:00 17:10 18:30 △18:44
君津中 △6:25 △7:01 7:31 9:11 10:11 10:51 △11:11 12:41 15:01 16:01 17:11 18:31 △18:45
南久保 △6:25 △7:01 7:31 9:11 10:11 10:51 △11:11 12:41 15:01 16:01 17:11 18:31 △18:45

君津市役所前 △6:26 △7:02 7:32 9:12 10:12 10:52 △11:12 12:42 15:02 16:02 17:12 18:32 △18:46
アピタ前 △6:27 △7:03 7:33 9:13 10:13 10:53 △11:13 12:43 15:03 16:03 17:13 18:33 △18:47

君津駅南口着 △6:32 △7:08 7:38 9:18 10:18 10:58 △11:18 12:48 15:08 16:08 17:18 18:38 △18:52
君津駅南口発 △7:10 △7:40 10:20 11:00 △11:20 15:10
中野３丁目 △7:12 △7:42 10:22 11:02 △11:22 15:12

イオンタウン君津 △7:14 △7:44 10:24 11:04 △11:24 15:14
大和田陸橋下 △7:17 △7:47

大和田 △7:18 △7:48
中央門前 △7:20 △7:50

周西線（君津方面へ向かう上り線）

周西線（清和方面へ向かう下り線） 令和７年１２月１日改正

停留所名 １便 ２便 ３便 ４便 ５便 ６便 ７便 ８便 ９便 １０便 １１便 １２便 １３便
中央門前 △17:35 △18:05
大和田 △17:37 △18:07

大和田陸橋下 △17:38 △18:08
イオンタウン君津 10:50 △11:35 13:50 15:25 △17:41 18:11

中野３丁目 10:52 △11:37 13:52 15:27 △17:43 18:13
君津駅南口着 10:54 △11:39 13:54 15:29 △17:45 18:15
君津駅南口発 △7:00 8:15 △8:50 9:30 10:55 △11:40 △13:30 13:55 15:30 16:50 △17:50 18:20 19:20
アピタ前 △7:02 8:17 △8:52 9:32 10:57 △11:42 △13:32 13:57 15:32 16:52 △17:52 18:22 19:22

君津市役所前 △7:03 8:18 △8:53 9:33 10:58 △11:43 △13:33 13:58 15:33 16:53 △17:53 18:23 19:23
南久保 △7:04 8:19 △8:54 9:34 10:59 △11:44 △13:34 13:59 15:34 16:54 △17:54 18:24 19:24
君津中 △7:04 8:19 △8:54 9:34 10:59 △11:44 △13:34 13:59 15:34 16:54 △17:54 18:24 19:24
杢師 △7:05 8:20 △8:55 9:35 11:00 △11:45 △13:35 14:00 15:35 16:55 △17:55 18:25 19:25

杢師４丁目 △7:06 8:21 △8:56 9:36 11:01 △11:46 △13:36 14:01 15:36 16:56 △17:56 18:26 19:26
県営住宅入口 △7:07 8:22 △8:57 9:37 11:02 △11:47 △13:37 14:02 15:37 16:57 △17:57 18:27 19:27

外箕輪 △7:07 8:22 △8:57 9:37 11:02 △11:47 △13:37 14:02 15:37 16:57 △17:57 18:27 19:27
法木作 △7:12 8:27 △9:02 9:42 11:07 △11:52 △13:42 14:07 15:42 17:02 △18:02 18:32 19:32

市民文化ホール △7:14 8:29 △9:04 9:44 11:09 △11:54 △13:44 14:09 15:44 17:04 △18:04 18:34 19:34
君津バスターミナル △7:15 8:30 △9:05 9:45 11:10 △11:55 △13:45 14:10 15:45 17:05 △18:05 18:35 19:35
市民文化ホール △7:16 8:31 △9:06 9:46 11:11 △11:56 △13:46 14:11 15:46 17:06 △18:06 18:36 19:36

三直 △7:17 8:32 △9:07 9:47 11:12 △11:57 △13:47 14:12 15:47 17:07 △18:07 18:37 19:37
六三橋 △7:18 8:33 △9:08 9:48 11:13 △11:58 △13:48 14:13 15:48 17:08 △18:08 18:38 19:38
六手 △7:19 8:34 △9:09 9:49 11:14 △11:59 △13:49 14:14 15:49 17:09 △18:09 18:39 19:39
泉 △7:20 8:35 △9:10 9:50 11:15 △12:00 △13:50 14:15 15:50 17:10 △18:10 18:40 19:40

鈴木病院前 △7:21 8:36 △9:11 9:51 11:16 △12:01 △13:51 14:16 15:51 17:11 △18:11 18:41 19:41
小糸中農協 △7:22 8:37 △9:12 9:52 11:17 △12:02 △13:52 14:17 15:52 17:12 △18:12 18:42 19:42

中島 △7:22 8:37 △9:12 9:52 11:17 △12:02 △13:52 14:17 15:52 17:12 △18:12 18:42 19:42
堀の内 △7:23 8:38 △9:13 9:53 11:18 △13:53 14:18 15:53 17:13 18:43 19:43

小糸地域市民センター △7:24 8:39 △9:14 9:54 11:19 △13:54 14:19 15:54 17:14 18:44 19:44

糠田 △7:25 8:40 △9:15 9:55 11:20 △13:55 14:20 15:55 17:15 18:45 19:45

塚原 △7:26 8:41 △9:16 9:56 11:21 △13:56 14:21 15:56 17:16 18:46 19:46
駒久保 △7:27 8:42 △9:17 9:57 11:22 △13:57 14:22 15:57 17:17 18:47 19:47
福岡 △7:28 8:43 △9:18 9:58 11:23 △13:58 14:23 15:58 17:18 18:48 19:48

下小糸 △7:29 8:44 △9:19 9:59 11:24 △13:59 14:24 15:59 17:19 18:49 19:49
鎌滝原 △7:30 8:45 △9:20 10:00 11:25 △14:00 14:25 16:00 17:20 18:50 19:50
鎌滝 △7:30 8:45 △9:20 10:00 11:25 △14:00 14:25 16:00 17:20 18:50 19:50
芝原 △7:31 8:46 △9:21 10:01 11:26 △14:01 14:26 16:01 17:21 18:51 19:51
市宿 △7:32 8:47 △9:22 10:02 11:27 △14:02 14:27 16:02 17:22 18:52 19:52

市宿中 △7:32 8:47 △9:22 10:02 11:27 △14:02 14:27 16:02 17:22 18:52 19:52
市場 △7:33 8:48 △9:23 10:03 11:28 △14:03 14:28 16:03 17:23 18:53 19:53

田中台 △7:34 8:49 △9:24 10:04 11:29 △14:04 14:29 16:04 17:24 18:54 19:54
粟倉 △7:35 8:50 △9:25 10:05 11:30 △14:05 14:30 16:05 17:25 18:55 19:55

清和公民館 △7:38 8:53 △9:28 10:08 11:33 △14:08 14:33 16:08 17:28 18:58 19:58
△印は、土･日曜日、祝日は運休
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令和７年１２月１日改正

停留所名 コース １便 ２便 ３便 ４便 ５便 ６便 ７便 ８便

県民の森 6:30 8:10 9:10 △10:10 11:30 14:00 16:10 17:15

サン・ラポール 6:31 8:11 9:11 △10:11 11:31 14:01 16:11 17:16

ロマンの森共和国 6:31 8:11 9:11 △10:11 11:31 14:01 16:11 17:16

奥畑 6:32 8:12 9:12 △10:12 11:32 14:02 16:12 17:17

上の台 6:33 8:13 9:13 △10:13 11:33 14:03 16:13 17:18

下の台 6:34 8:14 9:14 △10:14 11:34 14:04 16:14 17:19

旅名 6:36 8:16 9:16 △10:16 11:36 14:06 16:16 17:21

宿原 6:38 8:18 9:18 △10:18 11:38 14:08 16:18 17:23

三島湖 6:39 8:19 9:19 △10:19 11:39 14:09 16:19 17:24

大岩 6:41 8:21 9:21 △10:21 11:41 14:11 16:21 17:26

辻森 6:42 8:22 9:22 △10:22 11:42 14:12 16:22 17:27

新道台 6:43 8:23 9:23 △10:23 11:43 14:13 16:23 17:28

穴原口 6:44 8:24 9:24 △10:24 11:44 14:14 16:24 17:29

二入 6:44 8:24 9:24 △10:24 11:44 14:14 16:24 17:29

東日笠 6:46 8:26 9:26 △10:26 11:46 14:16 16:26 17:31

追込台 8:27 △10:27 14:17 17:32

西日笠 8:28 △10:28 14:18 17:33

日の出橋 8:29 △10:29 14:19 17:34

植畑上郷 8:30 △10:30 14:20 17:35

植畑根形 8:32 △10:32 14:22 17:37

植畑本郷 8:33 △10:33 14:23 17:38

平田 8:34 △10:34 14:24 17:39

公会堂前 6:47 9:27 11:47 16:27

清和小 6:48 9:28 11:48 16:28

日笠 6:48 9:28 11:48 16:28

東粟倉 6:50 9:30 11:50 16:30

川代 6:52 9:32 11:52 16:32

粟倉橋 6:53 9:33 11:53 16:33

清和公民館 6:54 8:36 9:34 △10:36 11:54 14:26 16:34 17:41

中島・豊英線（君津方面へ向かう上り線）

清
和
小
コ
ー

ス

↓ ↓ ↓ ↓

植
畑
コ
ー

ス

↓ ↓ ↓ ↓

中島・豊英線（清和方面へ向かう下り線） 令和７年１２月１日改正

停留所名 コース １便 ２便 ３便 ４便 ５便 ６便 ７便 ８便

清和公民館 △7:45 9:35 12:05 15:00 16:40 17:45 19:15 20:10

粟倉橋 △7:46 12:06 16:41 20:11

川代 △7:46 12:06 16:41 20:11

東粟倉 △7:48 12:08 16:43 20:13

日笠 △7:50 12:10 16:45 20:15

清和小 △7:50 12:10 16:45 20:15

公会堂前 △7:51 12:11 16:46 20:16

平田 9:37 15:02 17:47 19:17

植畑本郷 9:38 15:03 17:48 19:18

植畑根形 9:39 15:04 17:49 19:19

植畑上郷 9:41 15:06 17:51 19:21

日の出橋 9:42 15:07 17:52 19:22

西日笠 9:43 15:08 17:53 19:23

追込台 9:44 15:09 17:54 19:24

東日笠 △7:52 9:45 12:12 15:10 16:47 17:55 19:25 20:17

二入 △7:54 9:47 12:14 15:12 16:49 17:57 19:27 20:19

穴原口 △7:54 9:47 12:14 15:12 16:49 17:57 19:27 20:19

新道台 △7:55 9:48 12:15 15:13 16:50 17:58 19:28 20:20

辻森 △7:56 9:49 12:16 15:14 16:51 17:59 19:29 20:21

大岩 △7:57 9:50 12:17 15:15 16:52 18:00 19:30 20:22

三島湖 △7:59 9:52 12:19 15:17 16:54 18:02 19:32 20:24

宿原 △8:00 9:53 12:20 15:18 16:55 18:03 19:33 20:25

旅名 △8:02 9:55 12:22 15:20 16:57 18:05 19:35 20:27

下の台 △8:04 9:57 12:24 15:22 16:59 18:07 19:37 20:29

上の台 △8:05 9:58 12:25 15:23 17:00 18:08 19:38 20:30

奥畑 △8:06 9:59 12:26 15:24 17:01 18:09 19:39 20:31

ﾛﾏﾝの森共和国 △8:07 10:00 12:27 15:25 17:02 18:10 19:40 20:32

サン・ラポール △8:07 10:00 12:27 15:25 17:02 18:10 19:40 20:32

県民の森 △8:08 10:01 12:28 15:26 17:03 18:11 19:41 20:33

↓ ↓ ↓

清
和
小
コ
ー

ス

↓

↓

植
畑
コ
ー

ス

↓ ↓ ↓

△印は、土･日曜日、祝日、お盆(8月13日から16日)及び年末年始(12月29日から1月3日)は運休
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【コミュニティバス中島・豊英線】
大人 200円 小・中・高校生 100円 65才以上 100円 未就学児 無料
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と介護者 100円
※交通系ICカード、障害者手帳アプリ「Mirairo ID」利用可

【路線バス周西線】
・清和公民館 ⇔ 君津駅南口 730円（370円）
・清和公民館 ⇔ 君津バスターミナル 570円（290円）
・清和公民館 ⇔ 中島 ４８0円（2４0円）
※（ ）内は小児運賃です。※交通系ICカード利用可。※定期券の販売もあります。
※運転免許証を返納した６５歳以上の方に、路線バスが半額で利用できる日東交通
(株)独自のサービス（ノーカー・サポート優待証）もあります。

利用例

◇運賃

◇通勤・通学の場合

― 6：30 6：46 6：53 7：02 7：08

6：30 7：00 7：16 7：23 7：32 7：38

乗り換え

清
和
公
民
館

君
津
市
役
所
前

県
民
の
森

中
島

君
津
バ
ス

タ
ー
ミ
ナ
ル

君
津
駅

清
和
公
民
館

ア
ピ
タ
前

県
民
の
森

中
島

外
箕
輪

君
津
駅

◇買い物や通院などの場合

8：10 8：40 8：56 9：08 9：13 9：18

9：10 9：40 9：56 10：08 10：13 10：18

10：10 10：40 10：56 11：08 11：13 11：18

乗り換え

18：11 17：45 17：12 17：05 16：53 16：50

19：41 19：15 18：42 18：35 18：23 18：20

20：33 20：10 19：42 19：35 19：23 19：20

行き

帰り

12：28 12：05 11：17 11：02 10：57 10：55

15：26 15：00 14：17 14：02 13：57 13：55

17：03 16：40 15：52 15：37 15：32 15：30

行き

帰り
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28



29



30



31



32



33



34



6月
6日/13日/20日/27日

14:40頃 – 15:10頃

DATE

おらがわに
移動販売車が来ます！

清和地域市民センター
0439-29-7537 

＊移動途中で一部の商品が売り切れとなっていることがあります。

CAR

新鮮な野菜・果物・魚・肉・お豆腐・牛乳・たまごなど、約４５０品
の商品が並びます。

実施：コープみらい

35

参考資料　施策３事業⑤　交通と他分野が連携した取組の検討



【7月】
2日・9日・16日・23日・30日

10:30頃 – 12:00頃

DATE

おらがわに
移動販売車が来ます！

清和地域市民センター
0439-29-7537 

支払いは現金のみです。
移動販売手数料として商品1点につき+10円を頂戴しております。
こちらは移動販売の燃料費（ｶﾞｿﾘﾝ代）にあてられています。
但し5品以上購入の場合は一律50円を上限としております。
6品、7品と買っても50円以上取らないようになっております。

CAR

一般食品、生鮮食品、日用雑貨など豊富な品揃え！

実施：ヤックス
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37

参考資料　施策４事業③　モビリティマネジメントの推進



38

参考資料　施策５事業①　オープンデータの利活用に向けた検討
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大
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・

神
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線
と

小
糸

川
循

環
線

が
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示
さ

れ
る

よ
う

、
周

西
の

丘
小

学
校

か
ら

周
南

公
民

館
ま

で
向

か
う

ル
ー

ト
で

検
索

。
表

示
の

ル
ー

ト
は

、
辻

前
公

園
で

人
見

・
大

和
田

・
神

門
線

を
降

車
し

、
ア

ピ
タ

前
で

小
糸

川
循

環
線

に
乗

車
す

る
乗

換
方

法
と

な
っ

て
い

る
。
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G
oo

gl
e 

マ
ッ

プ
に

よ
る

経
路

検
索

の
例

※
グ

ラ
ウ

ン
ド

ゴ
ル

フ
場

か
ら

小
糸

郵
便

局
に

向
か

う
ル

ー
ト

で
検

索
。

表
示

の
ル

ー
ト

は
、

常
代

５
丁

目
バ

ス
停

に
お

い
て

、
小

糸
川

循
環

線
の

外
回

り
５

便
（

グ
ラ

ウ
ン

ド
ゴ

ル
フ

場
10

︓
20

 発
）

か
ら

同
じ

く
外

回
り

の
中

島
系

統
２

便
（

君
津

駅
南

口
10

:1
0 

発
）

に
乗

り
換

え
る

方
法

を
提

案
し

て
い

る
も

の
で

あ
り

、
人

間
で

は
思

い
つ

か
な

い
よ

う
な

ル
ー

ト
が

見
つ

か
る

こ
と

も
あ

る
。
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